
「 群 馬 県  移 動 人 口 調 査 」 に つ い て

外 国 人 の 地 域 間 移 動 の 把 握 と の 関 連 で

山田 満（高崎商科短期大学）

１）本報告の目的

１．群馬県県庁企画部統計課が独自に行っている人口関連調査について紹介する。

２．外国人の地域間移動の統計的把握の可能性について考える。

２）群馬県 県庁企画部統計課の人口調査関連独自調査

１．「《元号Ｘ年国勢調査》群馬県の人口と世帯　［要計表による集計結果速報］」（国勢調査年）

市 区 町 村 か ら 県 庁 に 送 付 さ れ た 国 勢 調 査 結 果 の 要 計 表 を 県 庁 が 独 自 に 集 計 し た も の 。 　 市 区 町

村 別 、 世 帯 数 、 男 女 別 人 口 の 速 報 値 。 　 平 成 ７ （ 1 9 9 5 ） 年 国 調 の 場 合 、 同 年 の 1 2 月 中 旬 に 速 報

値が県庁から公表されている（総務庁の確定値は翌年＿1996年＿の11月に公表）。

２．「群馬県の年齢別人口：群馬県年齢別人口調査結果」（年報）

「 国 勢 調 査 の 中 間 年 に お け る 年 齢 別 人 口 統 計 を 補 完 す る た め 、 昭 和 5 6 （ 1 9 8 1 ） 年 か ら 毎 年 1 0 月

１ 日 現 在 で 」 実 施 さ れ て い る 。 　 市 区 町 村 別 、 男 女 別 、 年 齢 別 （ １ 歳 区 分 ） の 人 口 推 計 値 。 　

毎 年 1 0 月 １ 日 か ら 翌 年 の ９ 月 3 0 日 ま で の １ 年 間 の 「 住 民 基 本 台 帳 法 及 び 外 国 人 登 録 法 上 の 移 動

数を加減して算出」している。

３．「群馬県 移動人口調査結果」（月報のタイトルは「群馬県の人口と世帯の動き」、年報）

国 勢 調 査 の 調 査 年 、 月 以 外 の 中 間 年 、 月 に お け る 月 末 の 市 区 町 村 別 、 男 女 人 口 数 を 把 握 す る た

め 、 毎 月 実 施 さ れ て い る 。 　 毎 月 １ 日 か ら 月 末 の 一 ヶ 月 間 に お け る 市 区 町 村 役 場 へ の 届 出 （ 住

民 基 本 台 帳 法 、 外 国 人 登 録 法 に 定 め る 届 出 等 ） に 基 づ く 世 帯 及 び 人 口 の 県 外 転 出 入 、 県 内 転 出

入 、 出 生 、 死 亡 等 を 、 そ れ ぞ れ 加 減 し て 算 出 。 　 市 区 町 村 別 男 女 別 人 口 数 （ 推 計 値 ） と と も

に 、 市 区 町 村 別 社 会 動 態 数 （ 転 入 ・ 転 出 数 ） 、 自 然 動 態 数 （ 出 生 ・ 死 亡 数 ） を 公 表 。 　 社 会 動

態 に つ い て は 県 内 市 町 村 間 、 県 外 都 道 府 県 間 移 動 数 を 公 表 し て い る （ 年 報 で は 市 町 村 単 位 で の

毎 月 の 数 値 を 公 表 。 年 報 の 数 値 は 前 年 の 1 0 月 １ 日 現 在 か ら そ の 年 の ９ 月 3 0 日 現 在 の １ 年 間 の 数

値）。

３）群馬県独自調査の特徴（他都道府県に比べ独自のということではない）

１．国勢調査主義：国勢調査を基礎にする中間年の人口推計

２．外国人登録原票を利用した外国人を含んだ体系的な人口移動調査・人口推計

４）群馬県移動人口調査と外国人の地域間移動把握の問題

１．「国外」との転出入の項目に注目：転入超過の第一の要因

県 外 都 道 府 県 と の 移 動 の 項 目 に あ る 「 国 外 」 と の 転 出 入 （付表２及び３） は 、 群 馬 県 で は 非 常

に 大 き な 値 を 示 し て お り 、 注 目 に 値 す る （参照：グラフ１～４） 。 し か も 「 国 外 」 と の 転 出 入

は 平 成 不 況 が 深 刻 化 し た 9 3 ～ 9 4 年 度 を 除 き 転 入 超 過 と な っ て お り （参照：グラフ５） 、 群 馬

県 の 社 会 的 移 動 （ 社 会 動 態 ） を 全 体 と し て 転 入 超 過 状 態 に し て い る 第 一 の 要 因 と な っ て い る

（参照：グラフ＿８、及び 表＿１） 。

こ の 「 国 外 」 と の 間 の 移 動 は 日 本 国 籍 者 と 外 国 籍 者 の 人 数 を 合 計 し た も の で 、 そ の 多 く は 外 国

籍 の 者 の 移 動 に よ る も の と 推 測 で き る 。 実 際 、 外 国 人 登 録 者 数 （ 法 務 省 数 値 ＿ 各 年 1 2 月 3 1 日 現

在 ） の 推 移 を 転 入 ・ 転 出 者 数 の グ ラ フ に 重 ね 合 わ せ て み れ ば （参照：グラフ＿７） 、 「 国 外 」

経済統計学会 関東支部 1999年７月３日 定例研究会（明治大学 駿河台研究棟） 報告：山田 満 「群馬県 移動人口調査 について」

-1-



と の 転 入 超 過 数 の 累 積 数 と 登 録 外 国 人 数 の 増 加 が か な り 良 く 一 致 し て い る こ と が 分 か る （参

考：グラフ＿６） 。

２．平成不況下の来日定住外国人の地域間移動の特徴：日本国内地域間移動の増大

し か し 、 近 年 、 不 況 下 で 来 日 定 住 外 国 人 （ 非 永 住 外 国 人 を こ う 呼 ん で お く ） の 日 本 国 内 で の 地

域 間 移 動 が 非 常 に 大 き く な っ て い る と 言 わ れ る 。 こ う し た こ と か ら 、 来 日 外 国 人 の 日 本 国 内 で

の地域間移動の実態を把握するデータの作成が求められてきた。

３ ． 「 住 民 基 本 台 帳 人 口 移 動 報 告 」 と 「 群 馬 県 移 動 人 口 調 査 結 果 」 の 差 を 求 め れ ば 外 国 人 の 地 域 間 移 動

の数値を求めることが可能か？

「 住 民 基 本 台 帳 」 は 皇 統 譜 に 属 す る 天 皇 ・ 皇 族 を 除 く 日 本 国 籍 者 の み を 対 象 と し て い る の で 、

「 台 帳 移 動 報 告 」 と 「 移 動 人 口 調 査 結 果 」 と の 差 を 求 め れ ば 、 「 理 屈 」 の 上 か ら は 外 国 人 の み

に 限 っ た 地 域 間 移 動 数 を 抽 出 す る こ と が 可 能 で あ る 。 し か し 、 「 台 帳 報 告 」 と 「 移 動 調 査 」 で

は 地 域 間 移 動 （ 転 入 ・ 転 出 ） 数 の カ ウ ン ト の 仕 方 が 異 な っ て お り 、 簡 単 な 比 較 は で き な い 。 そ

こで、転入・転出の届出の仕組みとカウントの仕方を確認しておこう。

５）地域間移動（転入・転出）の制度的枠組と人口移動数のカウントの仕方

同 一 の 市 （ 区 ） 町 村 内 で の 住 居 の 変 更 を 「 転 居 」 、 市 （ 区 ） 町 村 間 で の 移 動 を 「 転 入 ・ 転 出 」

と 言 う 。 日 本 に 居 住 す る 者 の 地 域 間 移 動 を 規 制 す る 法 律 は 、 天 皇 ・ 皇 族 を 規 制 す る 「 皇 室 典 範

＿ 皇 統 譜 」 と 日 本 国 籍 者 に つ い て 規 制 す る 「 住 民 基 本 台 帳 法 」 （ 以 下 、「 住 基 法 」 と 略 記 ） と

外 国 籍 者 を 規 制 す る 「 外 国 人 登 録 法 」 （ 以 下 「 外 登 法 」 と 略 記 ） で あ る 。 こ こ で は 、 「 住 基

法」と「外登法」について見ておく。

１．「住民基本台帳法」における地域間移動（転入・転出）のレギュレーション（規制）

日 本 国 籍 者 の 市 町 村 を 越 え る 地 域 間 移 動 は 、 「 住 民 基 本 台 帳 法 」 に 基 づ く 「 転 出 届 」 と 「 転 入

届 」 の 義 務 制 度 （ 住 民 登 録 制 度 ） に よ っ て 規 制 さ れ る 。 も と も と 「 住 民 基 本 台 帳 法 」 は 、 定 住

民 を 所 属 す る （ 出 自 の ） 「 戸 」 に よ っ て 押 さ え る 「 戸 籍 法 」 （ 明 治 ４ 年 ＿ 1 8 7 1 年 制 定 ） に 基 づ

く 住 民 把 握 が 、 近 代 化 の 過 程 の 中 で 激 化 す る 地 域 間 人 口 移 動 に よ っ て 機 能 不 全 に 陥 っ た こ と か

ら 「 戸 」 （ 世 帯 ； 出 自 の 場 所 ） を 離 れ る 者 の 所 在 （ 居 住 地 ） を 把 握 す る た め に 設 け ら れ た 「 寄

留 制 度 （ 明 治 1 9 年 ） ＿ 寄 留 法 （ 大 正 ３ 年 ＿ 1 9 1 4 年 制 定 ） 」 の 後 身 と し て 、 昭 和 2 6 年 ＿ 1 9 5 1 年

に 制 定 さ れ た 「 住 民 登 録 法 」 の 改 訂 版 と し て 1 9 6 7 （ 昭 和 4 2 ） 年 に 成 立 し た 法 律 ＿ 制 度 な の で 、

人 々  は 定 住 地 を 持 っ て お り 、 そ こ か ら 他 の 場 所 に ＿ 転 出 す る ＿ と い う 発 想 に 基 づ い て 仕 組 み が

で き 上 が っ て い る 。 そ こ で 「 住 基 法 」 の 住 民 登 録 手 続 き の 基 本 的 流 れ は ＿ 転 出 ＿ と い う 出 来 事

の把握から始まる。
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「転入届」を提出

転出 転入

役所間で「転入通知」の送付

本籍地役所

「戸籍」に記載

役場間で

戸籍の附票記載事項通知

転入通知がない場合に

戸籍の附票記載事項通知

１．「転出届」には、転出日（予定日）と共に＿転出先住所＿を記入する。

２．「転出証明書」の有効期間は、発行日から14日間。

３．「国外」に転出するときには、転出先住所と出発予定日を届け出るが、「転出証明書」は交付されない。

４．「国外」から転入するときには、「転出証明書」の代わりに＿パスポート＿を提示する。



２．「住民基本台帳人口移動報告」における「日本国籍人」の人口移動数のカウント方法

住 民 基 本 台 帳 人 口 移 動 報 告 で は 、 国 内 の 都 道 府 県 間 で の 「 転 入 者 総 数 」 と 「 転 出 者 総 数 」 を 一

致 さ せ る 仕 組 み で 人 口 移 動 の バ ラ ン ス シ ー ト を つ く っ て お り 、 そ の た め 便 宜 的 に ＿ 転 入 届 ＿ が

出 さ れ た と き に 、 転 入 地 で _ 転 入 _ が 、 転 出 地 で ＿ 転 出 ＿ が あ っ た と 見 做 し て 、 地 域 間 移 動 数 を

カ ウ ン ト し て い る （ 「 台 帳 人 口 移 動 報 告 」 に 用 い ら れ る 「 報 告 表 」 に 記 入 す る 事 項 は 、 従 前 の

住 所 地 別 、 男 女 別 の 転 入 者 数 の み で あ る ） 。 こ の よ う な 地 域 間 移 動 の カ ウ ン ト 方 法 を 「 転 入 主

義の移動数カウント」と呼ぶことにしたい。

こ の よ う な 移 動 人 口 の カ ウ ン ト 方 法 で は 、 「 国 外 か ら の 転 入 」 は 別 掲 扱 い と な る 。 さ ら に 「 国

外への転出」はカウントされない（考慮の外に置かれてしまう）ことに留意する必要がある。

３．「群馬県 移動人口調査」における人口移動数のカウント方法

「 群 馬 県 移 動 人 口 調 査 」 で は 、 ＿ 県 内 市 町 村 間 人 口 移 動 （ 転 居 ） 数 ＿ の カ ウ ン ト に つ い て は

「 市 町 村 間 人 口 移 動 マ ト リ ッ ク ス 」 を 作 成 す る 必 要 か ら 、 「 転 入 主 義 の カ ウ ン ト 方 法 」 を 採 用

し て い る が 、 県 外 と の 間 で の 移 動 に 関 し て は 、 「 転 入 」 に つ い て は 、 「 転 入 届 」 が 県 内 市 町 村

役 場 に な さ れ た 時 点 で ＿ 転 入 １ 件 ＿ 、 「 転 出 届 」 が 県 内 市 町 村 役 場 に 出 さ れ た 時 点 で ＿ 転 出 １

件 ＿ と カ ウ ン ト す る 方 法 を 採 用 し て い る 。 こ の よ う な カ ウ ン ト 方 法 で は 、 「 国 外 」 と の 転 入 ・

転出の人数が国内都道府県間の転出入数と同様にカウントされることになる。

４．外国人登録法に基づく「外国籍人」の地域間移動のレギュレーション

外 国 人 と は 、 定 義 上 、 「 外 か ら 」 日 本 国 内 に ＿ 越 境 （ 転 入 ） ＿ し て き た 者 た ち で あ る 。 そ れ ゆ

え 、 日 本 国 内 に 定 住 地 （ 本 籍 ） を 持 た な い 「 流 動 す る 者 た ち 」 で あ る 。 「 外 国 人 登 録 法 」 は 、

こ の よ う な 「 流 動 す る 者 た ち 」 の 所 在 （ 居 住 関 係 、 身 分 関 係 、 及 び 生 計 実 態 ） を 捉 え る た め に

昭 和 ２ ２ （ 1 9 4 7 ） 年 に 「 外 国 人 登 録 令 （ 勅 令 ） 」 と し て 成 立 し 、 1 9 5 2 年 ４ 月 に 法 律 第 1 2 5 号 と

し て 公 布 さ れ た 。 「 外 国 人 登 録 令 」 の 前 身 は 、 昭 和 １ ４ （ 1 9 3 9 ） 年 に 発 令 さ れ た 内 務 省 令 「 外

国 人 ノ 入 国 、 滞 在 及 ヒ 退 去 ニ 関 ス ル 件 」 で あ る が 、 こ の 省 令 は 「 防 諜 目 的 」 か ら 発 令 さ れ た も

の で 、 パ ス ポ ー ト （ 旅 券 ） と ビ ザ （ 査 証 ） を も っ た 「 外 か ら の 」 越 境 者 を 「 住 居 届 」 と 「 宿 泊

届 」 を 課 す る こ と で 把 握 し 、 そ の 動 向 を 監 視 す る も の で あ っ た 。 し か し 、 第 二 次 大 戦 後 の 帝 国

主 義 ・ 植 民 地 の 崩 壊 ・ 解 体 の も と で 日 本 国 内 （ 内 地 ） に 大 量 に 残 さ れ た 旧 植 民 地 出 身 の 「 外 国

籍 人 （ ＝ 旧 日 本 国 籍 人 ＝ 外 地 戸 籍 人 ） 」 の 多 く は 、 パ ス ポ ー ト も ビ ザ も 持 た な い 文 字 通 り の

「 流 動 す る 者 た ち 」 ＿ 帝 国 の 解 体 に 伴 い 文 字 通 り 全 国 各 地 で 流 動 化 し た ＿ で あ り 、 こ れ ら の 者

を 掌 握 ・ 監 視 す る こ と が 治 安 維 持 上 、 緊 急 の 課 題 と な っ た 。 こ う し た 課 題 に 応 え る た め に 実

施 ・ 施 行 さ れ た の が 戦 後 日 本 の 外 国 人 登 録 証 明 書 制 度 と し て の 外 国 人 登 録 令 ・ 外 国 人 登 録 法 で

あ っ た 。 こ の よ う な （ 外 国 政 府 発 行 の 身 分 証 明 書 ＝ I D カ ー ド ） パ ス ポ ー ト を 持 た な い 「 外 国 籍

人 」 を 余 す こ と な く 登 録 ・ 監 視 す る た め に 考 案 さ れ た の が 外 国 人 登 録 証 明 書 （ 登 録 証 ） の 常 時

携 帯 義 務 制 度 （ 1 6 歳 以 上 ） ＿ こ れ は 、 パ ス ポ ー ト を 常 時 携 帯 義 務 と 同 じ 理 屈 で あ る ＿ で あ り 、

そ の 登 録 を 完 全 に す る た め に （ 登 録 証 明 書 へ の ） 「 顔 写 真 添 付 の 強 制 （ 1 9 5 0 年 ） 」 「 指 紋 押 捺

制 度 （ 1 9 5 2 年 ） 」 が 実 施 さ れ 、 そ の 完 成 形 態 と し て 現 行 の 「 外 国 人 登 録 原 票 」 に よ る 外 国 人 登

録業務の一元的管理制度（1956年）ができあがったのである。

し た が っ て 、 「 外 国 籍 人 」 の 地 域 間 移 動 の レ ギ ュ レ ー シ ョ ン は 、 「 外 」 か ら の 市 （ 区 ） 町 村 へ

の転入＿外国人登録＿という出来事から記述が開始されることとなる。
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出生
死亡

「戸籍法」に基づく

「出生届」「死亡届」

居住地の役所で

職権による

「住民票」の記載・消除

　　　　　　役場間で

「住民票記載事項通知」の送付

本籍地の市町村役場に



５．「在留外国人統計」（法務省）における登録外国人数のカウント方法

市 （ 区 ） 町 村 長 か ら 都 道 府 県 知 事 を 経 由 し て 法 務 大 臣 （ 法 務 省 入 国 管 理 局 ） に 送 付 さ れ た 「 外

国 人 登 録 原 票 」 の 写 票 は 、 そ の 記 録 内 容 が 全 て 法 務 省 に お い て 電 算 機 に 入 力 さ れ 保 管 さ れ て い

る （ 「 出 入 国 記 録 等 情 報 シ ス テ ム 」 と い う 名 称 の デ ー タ ベ ー ス ＿ 地 方 入 国 管 理 局 な ど を オ ン ラ

イ ン で 結 ん で い る ＿ が 稼 働 し て い る ； 現 在 、 法 務 省 入 国 管 理 局 で は 「 電 算 情 報 処 理 に 係 わ る 個

人 情 報 保 護 法 ＿ 1 9 8 9 年 施 行 」 に 規 定 さ れ る 「 個 人 情 報 フ ァ イ ル 」 と し て 「 外 国 人 出 入 国 記 録 マ

ス タ ー ・ フ ァ イ ル 」 「 日 本 人 出 入 国 記 録 マ ス タ ー フ ァ イ ル 」 「 外 国 人 登 録 記 録 マ ス タ ー ・ フ ァ

イ ル 」 の 三 つ の フ ァ イ ル を 保 有 し て い る ） 。 こ の デ ー タ ベ ー ス か ら の 出 力 と し て 「 在 留 外 国 人

統計」が作成されている。（参照：資料１及び２）

６．「群馬県 移動人口調査」における登録外国人数のカウント方法

群 馬 県 内 の 市 町 村 は 、 毎 月 、 市 町 村 役 場 保 管 の 「 外 国 人 登 録 原 票 」 の 異 動 記 録 に も と づ い て 外

国 籍 人 の 県 内 転 居 、 県 外 転 出 入 に つ い て の 報 告 表 を 作 成 し 、 県 庁 に 送 付 し 、 県 庁 企 画 部 統 計 課

は、それを毎月、取り纏め集計している。

「転入数」：１）県内市町村にて新規に作成した外国人登録原票（「国外」からの転入）の数

２ ） 県 外 市 町 村 に 送 付 依 頼 し 、 県 内 市 町 村 に 送 付 さ れ て き た 「 外 国 人 登 録 原 票 」

　　（他の都道府県からの転入）の数

「 転 出 数 」 ： １ ） 入 国 管 理 局 （ 港 ） か ら 送 付 さ れ て き た 「 出 国 通 知 書 」 に よ り 閉 鎖 し た 「 登 録

　　原票」（「国外」への転出）の数

２）県外市町村に送付した「登録原票」（他の都道府県への転出）の数
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居住市町村役場に

外国人登録

の申請

入国

出生

90日以内

14日以内に
「出生届」
60日以内に
外国人登録

外国人登録証明書

の作成・閉鎖

外国人登録原票及び

写票の作成・閉鎖

原票は、市町村役場に保管。

写票は、法務大臣に送付。

登録証明書は、本人に交付

出国

出国カード記入と

外国人登録証明書

の返納

出国する港で

出国手続き

「外国人出国通知書」を居住地の市町村役場と法務大臣に送付

日本国内の

他の市町村

へ転出

転出先の

市町村役場に

居住地変更登録申請14日以内

役場間で

登録原票の送付申請と送付：

転出先役場に原票を送付

登録証明書に新居住地を記載

法務大臣に通知

死亡 ７日以内

登録の有効期間は、１年

から５年：延長の場合に

は「登録事項確認申請」

（切替交付）が必要。

１．外国籍人の場合、転出時に「転出届」を出す必要はない（但し、国民健康保険や印鑑登録等に関連する手続きは必要）。

２ ． 「 外 国 人 登 録 原 票 」 に は 、 全 国 一 連 番 号 が 付 け ら 、 以 降 、 こ の 番 号 で の 管 理 が な さ れ る （ 但 し 、 切 替 交 付 、 再 交 付 、 引 替

交付の時に、登録番号の書換えが行われる)。

３ ． 「 外 国 人 登 録 」 の 届 出 事 項 は 「 氏 名 」 「 生 年 月 日 」 「 性 別 」 「 国 籍 」 「 国 籍 の 属 す る 国 に お け る 住 所 ・ 居 所 」 「 出 生 地 」

「 旅 券 番 号 」 「 居 住 地 」 「 世 帯 主 の 氏 名 」 「 世 帯 主 と の 続 柄 」 「 本 邦 に あ る 父 母 及 び 配 偶 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 国 籍 」

「職業」「勤務所または事務所の名称及び所在地」等。

４．「外国人登録」は、その在留が適法・違法かに係わりなしに、行わなければなない。



６）「群馬県 移動人口調査結果」と「住民基本台帳人口移動報告」の転入・転出者数の差を求める。

*「住民基本台帳人口移動報告 年報」（報告書版）は、平成９（1997）年版から「付表２　移動前の住所地別転入

者数及び移動後の住所別転出者数 － 都道府県、３大都市圏、大都市」が収録されるようになり、データが利用し

や す く な っ た （ 報 告 書 に 収 録 さ れ な い デ ー タ に 関 し て は 、 総 務 庁 統 計 局 国 勢 調 査 課 に て 「 結 果 プ リ ン ト 」 の 閲 覧 を

で き る ） 。 但 し 、 国 内 都 道 府 県 間 の 転 入 － 転 出 マ ト リ ッ ク ス を 作 成 す る 必 要 性 か ら 、 「 国 外 か ら の 転 入 者 数 」 に つ

いては別掲。

* なお、「差」の計算に当たっては、「台帳 年報」は１月１日～１２月３１日の集計値であり、「移動人口調査 年

報 」 は １ ０ 月 １ 日 ～ ９ 月 ３ １ 日 の 集 計 値 な の で 、 山 田 が 「 移 動 人 口 調 査 」 の 月 次 デ ー タ を 用 い 、 「 移 動 人 口 調 査 」

の数値を１月１日～１２月３１日の集計値に再集計し、両者の期間をそろえて計算した。

１．転入数（参照：表＿２）

群 馬 県 へ の 「 転 入 者 数 」 に つ い て は 、 「 台 帳 」 、 「 移 動 人 口 調 査 」 と も に 、 群 馬 県 に 「 転 入

届」が出た段階で転入数をカウントしており、

　　「移動人口調査の転入者数」－「台帳の転入者数」＝外国籍人の転入者数　

と い う 等 式 が 理 屈 の 上 か ら は 成 り 立 つ 。 結 果 は 、 国 外 か ら の 転 入 が 圧 倒 的 い 多 い が 、 県 境 を 接

し て い る 埼 玉 、 栃 木 か ら の 転 入 が 多 い 。 ま た 、 （ 意 外 に も ？ ） 茨 城 か ら の 転 入 が 多 い こ と が 注

目されるが、予想通り、外国人労働者の集積地と言われる県からの転入が多いことが分かる。

２．転出者数（参照：表＿３）

群 馬 県 か ら の 「 転 出 者 数 」 に 関 し て は 、 「 台 帳 」 と 「 移 動 人 口 調 査 」 で は 、 転 出 者 数 の カ ウ ン

ト の 仕 方 が 全 く 異 な っ て お り 、 単 純 な 比 較 は で き な い 。 し か も 、 「 台 帳 」 は 「 転 入 主 義 」 に 基

づ い て 「 転 出 者 数 」 を 計 上 し て い る た め 、 「 台 帳 」 に は 「 国 外 へ の 転 出 」 と い う 概 念 が 存 在 し

な い （ し た が っ て 、 「 国 外 へ の 転 出 数 」 の デ ー タ が な い ） 。 そ れ ゆ え 、 「 差 」 の 評 価 に は 慎 重

さ が 必 要 で あ る が 、 そ れ で も 、 転 出 者 数 の 「 差 」 が 多 い 県 に つ い て 見 て み れ ば 、 ほ ぼ 予 想 通 り

の結果が出ている。

３．転入者数と転出者数の比較（参照：表＿２と表＿３）

「 国 外 」 と の 転 出 入 に つ い て は 、 「 国 外 へ の 転 出 数 」 の デ ー タ が 存 在 し な い の で 、 何 も 言 う こ

とができないが、国内の他の都道府県との転出入については、言うことができる。

「国内の他の地域への転出者数」：96年と97年の二年間の累積値は 9,714 人

「国内の他の都道府県からの転入者数」：96～97年の二年間累積値（総計－国外）は 8,077 人

であり、1,637 人の転出超過である。つまり、国内移動だけ見れば、群馬県から県外へと外国籍

人が流出しているという結果になる。

７）［結び］「外国（籍）人」のみの転出者数と転入者数とを公表し始めた「群馬県 移動人口調査結果」

外 国 籍 人 の 国 内 地 域 間 移 動 の 把 握 の 必 要 性 が 高 ま る な か で 、 群 馬 県 企 画 部 統 計 課 で は 、 今 年

（ 1 9 9 9 年 ） の ４ 月 １ 日 現 在 （ ３ 月 中 分 の デ ー タ ） の 「 群 馬 県 移 動 人 口 調 査 」 の 月 報 （ 「 群 馬 県

の 人 口 と 世 帯 の 動 き 」 ） か ら 「 参 考 」 と し て 「 外 国 人 の み 」 の 県 外 転 出 入 者 数 の 数 値 を 公 表 し

始 め た （参照：グラフ９） 。 公 表 デ ー タ は 、 男 女 合 計 値 で 、 地 域 区 分 も 「 国 外 」 と 「 そ の 他 」

を 区 分 す る の み の 簡 単 な も の で あ る が 、 そ れ で も 、 そ の 公 表 デ ー タ か ら は 「 国 外 と の 転 出 入 」

と 「 国 内 地 域 間 の 転 出 入 」 と の 関 係 な ど を 知 る こ と が 可 能 で あ り 、 「 台 帳 」 と 「 移 動 人 口 」 と

の「差」から推測できること以上の情報を得ることができるだろう。

幸 い 、 今 回 、 山 田 は 、 群 馬 県 企 画 部 統 計 課 か ら 、 外 国 人 の 転 出 入 に つ い て 、 も う 少 し 詳 し い デ

ー タ を 提 供 し て い た だ け る こ と に な っ た の で 、 群 馬 県 を 中 心 に し た 外 国 籍 人 の 地 域 間 移 動 に つ

い て 、 も う 少 し 詳 し い 分 析 を 行 え る よ う に な っ た 。 今 後 、 デ ー タ の 分 析 を 進 め 、 そ の 結 果 を 将

来、報告できると思う（参照：表＿４） 。

外 国 籍 人 の 地 域 間 移 動 が 注 目 さ れ て か ら 久 し い が 、 今 後 、 群 馬 県 企 画 部 統 計 課 の よ う な 外 国 籍

人 の 地 域 間 移 動 デ ー タ の 提 供 の 試 み が 他 の 都 道 府 県 に も 広 が る こ と を 期 待 し た い 。 も ち ろ ん 、

特 定 個 人 ・ 特 定 集 団 の 移 動 に 関 す る 情 報 は 、 プ ラ イ バ シ ー に 深 く 係 わ る 事 で あ り 、 そ の デ ー タ

の取り扱いについて細心の注意が必要であることは言うまでもない。 　（1999年６月２６日）
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☆　住民基本台帳事務、戸籍事務のコンピュータ化（電子情報処理組織による取り扱い）

住 民 基 本 台 帳 事 務 ： 1 9 8 5 （ 昭 和 6 0 ） 年 の 改 正 に よ り 磁 気 テ ー プ に よ る 住 民 票 の 調 製 が 可 能 と な る 。 自 治

省 は 、 1 9 8 6 年 ２ 月 ４ 日 に 自 治 省 告 示 第 １ ５ 号 「 磁 気 テ ー プ へ の 記 録 、 そ の 利 用 並 び に 磁 気 テ ー プ 及

び こ れ に 関 連 す る 施 設 又 は 設 備 の 管 理 の 方 法 に 関 す る 技 術 的 基 準 」 を 行 い 、 そ の 基 準 に し た が っ て 各

市 町 村 は 「 住民記録システム 」 を 構 築 ・ 運 用 。 そ の 後 、 1 9 9 4 （ 平 成 ６ ） 年 の 戸 籍 法 の 改 正 に と も な

い、「磁気テープ」は「磁気ディスク」でも調整可能と改正される。

戸 籍 事 務 ： 平 成 ６ （ 1 9 9 6 ） 年 ６ 月 公 布 の 「 戸 籍 法 及 び 住 民 基 本 台 帳 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 に よ り 、

市 町 村 長 は 法 務 大 臣 の 指 定 を 受 け れ ば 、 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 戸 籍 事 務 の 取 り 扱 い 、 磁 気 デ ィ ス ク

による戸籍の調製が可能となった。

☆　戸籍法に基づく諸届けにおける届け事項

死 亡 届 ： 「 氏 名 」 「 生 年 月 日 」 「 死 亡 場 所 」 「 住 所 」 「 本 籍 」 「 死 亡 し た 人 の 夫 又 は 妻 」 「 死 亡 し た と

きの世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業」「届出人」

出 生 届 ： 「 こ の 氏 名 」 「 生 ま れ た と き 」 「 生 ま れ た と こ ろ 」 「 （ 住 民 登 録 す る と こ ろ ） 住 所 」 「 父 母 の

氏 名 と 生 年 月 日 」 「 本 籍 」 「 同 居 を 始 め た と き 」 「 子 が 生 ま れ た と き の 世 帯 の 主 な 仕 事 と 父 母 の 職

業」「届出人」

婚 姻 届 ： 「 氏 名 」 「 （ 住 民 登 録 し て い る と こ ろ ） 住 所 」 「 本 籍 」 「 父 母 の 氏 名 」 「 婚 姻 後 の 夫 婦 の 氏 、

新しい本籍」「夫婦の職業」「届出人」

離 婚 届 ： 「 氏 名 」 「 （ 住 民 登 録 し て い る と こ ろ ） 住 所 」 「 本 籍 」 「 父 母 の 氏 名 、 父 母 と の 続 柄 」 「 離 婚

の 種 別 」 「 婚 姻 前 の 氏 に 戻 る 者 の 本 籍 」 「 未 成 年 の 子 の 氏 名 」 「 同 居 の 期 間 」 「 別 居 す る 前 の 住 所 」

「別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業」「届出人」

☆　群馬県移動人口調査について

経緯：

1 9 4 9 （ 昭 和 2 4 年 ） か ら 常 住 人 口 調 査 ＿ と い う 名 称 で 始 ま る 。 そ の 後 、 1 9 6 4 （ 昭 和 3 9 ） 年 ４ 月 よ

り 、 現 在 の 名 称 と な る 。 現 行 の も の は 、 1 9 8 0 （ 昭 和 5 5 ） 年 に 改 正 さ れ た ＿ 要 項 ＿ に 基 づ い て 作 成 さ

れ て い る 。 外 国 人 登 録 法 に 基 づ く 届 出 を 用 い た 外 国 人 を 含 ん だ 形 で の ＿ 現 行 の 人 口 移 動 報 告 が 、 い つ

始 ま っ た か に つ い て は ＿ 県 庁 で も 、 資 料 が な く 分 か ら な い 。 県 庁 で も 、 1 9 5 8 （ 昭 和 ３ ３ ） 年 以 降 の

月報しかなく＿しかも、抜けている月もある＿、調べられない。

作成系統：

市 町 村 か ら 報 告 表 を 県 庁 に 提 出 紙 の 報 告 書 が 基 本 だ が 、 現 在 （ 9 9 年 ６ 月 段 階 ） で 、 約 半 数 の 市 町 村

からの報告表はフロッピーディスクを添付した形となっている。
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住民基本台帳人口移動報告の概要

目　 的

1)

住 民 基 本 台 帳 人 口 移 動 報 告 は ， 市 町 村 長 ( 東 京 都 特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) が 作 成 す る 住 民 基 本 台

帳により，人口の移動状況を明らかにすることを目的とする。

注 1) 昭和42年11月９日までは住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) の前身である住民登録法(昭和26

年法律第 218号) が施行されていたので,本報告の始まった昭和29年１月１日から昭和42年11月９日

までは住民登録法に基づいて行われ, 報告書は「住民登録人口移動報告年報」と称した。

報告事項

市 町 村 長 は ， 住 民 基 本 台 帳 に 記 載 さ れ た 事 項 の う ち 次 の 事 項 に つ い て ， 都 道 府 県 知 事 を 経 由 し て 総 務 庁

長官に報告する。2)

(1) 住民基本台帳法第22条の規定による届出のあった転入者の従前の住所地〔都道府県，東京都特別区部

3 ) 　 及 び 1 2 大 市 ( 札 幌 ， 仙 台 ， 千 葉 ， 横 浜 ， 川 崎 ， 名 古 屋 ， 京 都 ， 大 阪 ， 神 戸 ， 広 島 ， 北 九 州 及 び 福

岡の4)

各市をいう。以下同じ。)並びに国外〕別の男女別数5)

(2) 住民基本台帳法第８条の規定により職権で住民票に記載された転入者の従前の住所地(都道府県,東京

4)　都特別区部及び12大市並びに国外)別の男女別数

注 2) 従前の住所地のうち,沖縄県は昭和47年５月から報告され,また,東京都特別区部及び５大市(横浜,名

古屋, 京都, 大阪及び神戸の各市をいう。)は昭和33年４月から, 北九州市は昭和38年４月から，札

幌，川崎及び福岡の各市は昭和47年４月から, 広島市は昭和55年４月から,仙台市は平成元年４月か

ら，千葉市は平成４年４月から, それぞれ報告されるようになった。3) 東京都特別区部及び12大市

を，本報告では「13大都市」という。4) 男女別数は昭和33年４月から報告されるようになった。た

だし, 昭和32年９月と昭和33年３月の両月だけは男女別数の報告を得ている。5)　 職権で住民票に記

載された転入者とは, 住民基本台帳法第22条に定める転入届により届け出なければならないのに，届

出がないため市町村長が職権で住民票に記載した者をいう。

報告方法

報告は,「住民基本台帳人口移動報告報告表」(以下「報告表」という。)によって各月別に作成し, 四半期

ごとに次の方法で行うものとする。

(1) 12大市以外の市町村長は，報告表を作成し,都道府県知事に送付する。(2) 12大市の長は，各区ごとに

報告表を作成し,都道府県知事に送付する。(3) 都道府県知事は，市町村長から提出された報告表を総

務庁統計局長に送付する。

報告期限

(1) 市町村長は，各月分の報告表を四半期ごとに取りまとめ，都道府県知事にその定める期限までに送付

する。

(2) 都道府県知事は，各月単位に報告表をまとめ，四半期分ごとに，当該四半期の翌月末日までに総務庁

統計局長に送付する。

結果の集計及び公表

報 告 さ れ た 「 報 告 表 」 は ， 総 務 庁 統 計 局 ( 以 下 「 統 計 局 」 と い う 。 ) に お い て 統 計 表 に ま と め ら れ ， 各 月 ご

との移動数を掲載した「住民基本台帳人口移動報告季報」(年４回)と, 年間の移動数をまとめた「住民
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基 本 台 帳 人 口 移 動 報 告 年 報 」 に よ り 公 表 し て い る 。 こ の ほ か ， 報 告 書 に は 収 録 し て い な い が , 「 第 1 0

表 月,男女別転入者総数－全国，都道府県，市区町村」,「第11表 従前の住所地〈都道府県・13大都

市及び国外〉,男女別転入者総数－都道府県・市区町村」を統計局において閲覧に供している。

報告の法的根拠

この報告の法的根拠及び関連する規定は，次のとおりである。

住民基本台帳法(抄)(昭和42年法律第81号)

（目的）

第１条 この法律は，市町村(特別区を含む。以下同じ。)において，住民の居住関係の公証，選挙人名簿

の 登 録 そ の 他 の 住 民 に 関 す る 事 務 の 処 理 の 基 礎 と す る と と も に 住 民 の 住 所 に 関 す る 届 出 等 の 簡 素 化 を

図 り ， あ わ せ て 住 民 に 関 す る 記 録 の 適 正 な 管 理 を 図 る た め ， 住 民 に 関 す る 記 録 を 正 確 か つ 統 一 的 に 行

う 住 民 基 本 台 帳 の 制 度 を 定 め ， も つ て 住 民 の 利 便 を 増 進 す る と と も に ， 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 行 政 の

合理化に資することを目的とする。

（住民票の記載等）

第８条 住民票の記載，消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)は，政令で定めるところにより，

この法律の規定による届出に基づき，又は職権で行うものとする。

（転入届）

第22条 転入（あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい，出生による場合を除く。以下この条

に お い て 同 じ 。 ) を し た 者 は ， 転 入 し た 日 か ら 1 4 日 以 内 に ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 市 町 村 長 に 届 け 出 な け

ればならない。

一 氏　名

二 住　所

三 転入をした年月日

四 従前の住所

五 世帯主についてはその旨，世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄六 国外から転

入をした者その他政令で定める者については,前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

２ 　 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を す る 者 ( 同 項 第 ６ 号 の 者 を 除 く 。 ) は ， 住 所 の 異 動 に 関 す る 文 書 で 政 令 で 定 め

るものを添えて，同項の届出をしなければならない。

（資料の提供）

第37条 国の行政機関又は都道府県知事は，それぞれの所掌事務について必要があるときは，市町村長に

対し，住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。

（適用除外)

第39条 この法律は, 日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については, 適用しない。

（参考）報告表の様式

住民基本台帳人口移動報告の用語の解説

移動者数（転出入者数）：

　 市 区 町 村 の 境 界 を 越 え て 住 所 を 移 し た 者 の 数 を い い ， 同 一 市 区 町 村 内 で 住 所 の 変 更 を し た 者 及 び 日 本

の 国 1 ) 籍 を 有 し な い も の は 含 ま な い 。 こ の ほ か ， 従 前 の 住 所 地 が 国 外 の 者 及 び 従 前 の 住 所 が 不 明 の 者

並 び に 国 外 へ 転 出 し た 者 も 移 動 者 数 （ 転 出 入 者 数 ） に 含 め て い な い 。 　 な お ， 各 月 及 び 各 年 の 移 動 者

数 は ， 住 民 基 本 台 帳 法 の 規 定 に 基 づ い て ， 当 該 期 間 内 に 転 入 届 の あ っ た 者 及 び 職 権 記 載 が な さ れ た 者

の 数 で あ っ て ， 必 ず し も そ の 期 間 に 実 際 に 移 動 し た 者 の 数 で は な い 。 ま た ， 同 一 人 が 当 該 期 間 内 に ２
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回以上住所を移した場合は，その都度，移動者数に計上される。

注 1)　従前の住所地が国外の者については，本年報統計表第８表及び第９表に特掲した。

都道府県内移動者数：

　各都道府県の区域内で, 市区町村の境界を越えて住所を移した者の数をいう。

都道府県間移動者数：

　都道府県の境界を越えて住所を移した者の数をいう。

転入者数：

　 市 区 町 村 又 は 都 道 府 県 の 区 域 内 に ， 他 の 市 区 町 村 又 は 都 道 府 県 か ら 転 入 し 住 所 を 定 め た 者 の 数 を い

う。

転出者数：

　 各 都 道 府 県 又 は 1 3 大 都 市 の 境 界 を 越 え て 他 の 区 域 へ 住 所 を 移 し た 者 の 数 を い う 。 し か し こ れ は ， 報 告

の あ っ た 転 入 者 の 従 前 の 住 所 地 ( 都 道 府 県 及 び 1 3 大 都 市 別 ) に よ っ て 統 計 局 で 算 出 し た 数 で あ る 。 し た

が っ て ， 全 国 の 転 出 者 総 数 と 転 入 者 総 数 は ， 必 然 的 に 一 致 す る 仕 組 み に な っ て い る た め ， 必 ず し も 転

出証明書の発行を受けた者の数とは一致しない。

転入（出）超過数：

　 都 道 府 県 又 は 1 3 大 都 市 の 転 入 者 数 か ら 転 出 者 数 を 差 し 引 い た 数 を い う 。 な お ， 転 入 超 過 数 が マ イ ナ ス

（－）の場合は，転出超過を示す。

移動率：

　 各 年 1 0 月 １ 日 現 在 で 推 計 さ れ た 都 道 府 県 及 び 1 3 大 都 市 の 日 本 人 人 口 に 対 す る 当 該 移 動 者 数 の 百 分 比 で

ある。　なお，西暦の年の末尾が０と５の年は，国勢調査結果の日本人人口を用いている。
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